
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガラス基板上に共通の金属材料により形成されたソース電極、ソースバス、ドレイン電
極及び蓄積容量電極と、
　前記ソース電極とドレイン電極との間の領域及びその領域の近傍に形成されたａ－Ｓｉ
よりなる半導体層と、
　その半導体層のソース電極及びドレイン電極との間の界面に形成されたｎ＋ ａ－Ｓｉよ
りなるオーミックコンタクト層と、
　前記半導体層、ソース電極、ソースバス、ドレイン電極及び蓄積容量電極を覆うように
一面に形成された第１の絶縁膜と、
　前記第１の絶縁膜上に共通の金属材料により形成されたゲート電極、ゲートバス及び第
１のチャージコレクタと、
　前記ゲート電極、ゲートバス及び中央部を除く第１のチャージコレクタ上を覆うように
一面に形成された第２の絶縁膜と、
　前記第２の絶縁膜及び第１のチャージコレクタ上に形成されたＩＴＯよりなる第２チャ
ージコレクタと、
を具備し、
　前記第１のチャージコレクタは、前記第１の絶縁膜に形成されたコンタクトホールを通
じて前記ドレイン電極に接続されていることを特徴とするＴＦＴアレイ基板。
【請求項２】
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　前記ゲート電極、ゲートバス及び第１のチャージコレクタが、Ａｌ層の上下に他のメタ
ル層を配した３層膜か、又はＡｌ層の上に他のメタル層を配した２層膜で形成されている
ことを特徴とする請求項１記載のＴＦＴアレイ基板。
【請求項３】
　前記ゲート電極、ゲートバス及び第１のチャージコレクタ上に形成された絶縁膜が感光
性絶縁膜であることを特徴とする請求項１記載のＴＦＴアレイ基板。
【請求項４】
　ガラス基板上にソース電極、ソースバス、ドレイン電極及び蓄積容量電極を共通の金属
材料により形成し、
　前記ソース電極とドレイン電極との間の領域及びその領域の近傍にａ－Ｓｉよりなる半
導体層を形成すると共に、その半導体層のソース電極及びドレイン電極との間の界面にｎ
＋ ａ－Ｓｉよりなるオーミックコンタクト層を形成し、
　前記半導体層、ソース電極、ソースバス、ドレイン電極及び蓄積容量電極を覆うように
一面に第１の絶縁膜を形成した後、ドレイン電極上にコンタクトホールを形成し、
　前記第１の絶縁膜上にゲート電極、ゲートバス及び第１チャージコレクタを共通の金属
材料により形成すると共に、第１のチャージコレクタを前記コンタクトホールを通じて前
記ドレイン電極に接続し、
　前記ゲート電極、ゲートバス及び中央部を除く第１チャージコレクタ上を覆うように感
光性絶縁膜を一面に形成し、
　前記感光性絶縁膜及び第１チャージコレクタ上にＩＴＯよりなる第２チャージコレクタ
を形成することを特徴とするＴＦＴアレイ基板の製法。
【請求項５】
　前記ゲート電極、ゲートバス及び第１のチャージコレクタを、Ａｌ層の上下に他のメタ
ル層を配した３層膜か、又はＡｌ層の上に他のメタル層を配した２層膜で形成することを
特徴とする請求項４記載のＴＦＴアレイ基板の製法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
近年、レントゲン写真に代って、Ｘ線を生体に照射してリアルタイムで生体内を診断する
Ｘ線イメージセンサが開発されている。この発明は、このＸ線メイージセンサに用いられ
るＴＦＴ（薄膜トランジスタ）アレイ基板に関し、特に製造工程数の縮減に関する。
【０００２】
【従来の技術】
Ｘ線イメージセンサは、生体を透過又は反射したＸ線を受光する表面膜状部と、その下に
重ねて配されるＴＦＴアレイ基板を有する。ＴＦＴアレイ基板にはＴＦＴドットマトリク
スＬＣＤの場合と同様に、ＴＦＴ及び各画素がマトリクス状に配列されている。従来のＴ
ＦＴアレイ基板を図４、図５に示し、その製造工程を順に説明する。
【０００３】
（１）ガラス基板１の内面に必要に応じＳｉＯ 2  などの絶縁膜２をコートする。
（２）ＩＴＯを一面に着膜し、ホトリソグラフィ技術を用いたエッチング処理（以下ホト
リソ・エッチングと言う）によりソース電極Ｓ、ソースバスＳＢ１、ドレイン電極Ｄ、蓄
積容量電極ＣＳ１を形成する。
【０００４】
（３）モリブデン（Ｍｏ）などのメタルを一面に着膜した後、ホトリソ・エッチングによ
り、ソースバスＳＢ２、蓄積容量電極ＣＳ２を形成する。
（４）ソース電極Ｓ及びドレイン電極Ｄの表面にＰ（燐）処理を施す。
（５）ａ－Ｓｉ（アモルファスシリコン）を一面に着膜し、ホトリソ・エッチングにより
半導体層３を形成すると共にソース電極Ｓ及びドレイン電極Ｄとの界面にｎ +  ａ－Ｓｉよ
り成るオーミックコンタクト層３′を形成する。
【０００５】
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（６）ＳｉＮ x  などの絶縁膜４を一面に着膜した後、ホトリソ・エッチングによりコンタ
クトホール５を形成する

。
（７）ＩＴＯを一面に着膜した後、ホトリソ・エッチングにより第１チャージコレクタ６
を形成する。
（８）ＡｌとＭｏの２層膜（Ａｌが上）を一面に着膜した後、ホトリソ・エッチングによ
りゲート電極Ｇ、ゲートバスＧＢを形成する。
【０００６】
（９）ＳｉＯ 2  膜７ａとＳｉＮ x  膜７ｂとより成る２層膜を一面に着膜した後、ホトリソ
・エッチングにより第１チャージコレクタ６上の大部分の２層膜７ａ，７ｂを除去する。
（１０）ＳｉＯ 2  膜７ｃを一面に着膜した後、ホトリソ・エッチングにより第１チャージ
コレクタ６の中央部上のＳｉＯ 2  膜７ｃを除去する。
【０００７】
（１１）ＩＴＯを一面に着膜し、ホトリソ・エッチングにより第２チャージコレクタ８を
形成する。
（１２）ＴＦＴアレイ基板の周辺に延長されたゲートバスＧＢ、ソースバスＳＢ（ＳＢ１
，ＳＢ２より成る）及び蓄積容量電極ＣＳ（ＣＳ１，ＣＳ２より成る）の各端末上の絶縁
膜７ａ，７ｂ，７ｃを２回のホトリソ・エッチングにより除去して、各端末（接続端子と
なるものであるが図示していない）を露出させる。
【０００８】
その後、セレン等のＸ線照射により電荷を発生させる層がチャージコレクタ上に形成され
る。
Ｘ線イメージセンサにＸ線が照射されると、ＴＦＴアレイ基板の各画素に対応する第２チ
ャージコレクタ８上に電荷が蓄積される。各行のゲートバスＧＢを順に走査してＴＦＴを
オンに制御することにより、各列のソースバスＳＢの端末に接続された検出手段により各
画素の信号電荷を検出し、その検出値に対応するデータを表示器に表示させることにより
、リアルタイムで、Ｘ線を照射された生体内の映像を診断することができる。
【０００９】
Ｘ線イメージセンサに用いるＴＦＴアレイ基板は、各画素のほぼ全面が第２チャージコレ
クタ８でシールドされた構造であるところから、ＦＳＰ（ＦｉｅｌｄＳｈｉｌｄｅｄ　Ｐ
ｉｘｅｌ）構造と呼ばれる。また第２チャージコレクタ８はゲート電極Ｇ上できのこの頭
に似た形状をしていることからＭＨ（Ｍｕｓｈｒｏｏｍ　Ｈｅａｄ）ＩＴＯと呼ぶことが
ある。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
ＴＦＴアレイ基板を製造する上で、時間の掛かる工程はホトリソ・エッチング工程（ホト
工程とも言う）である。従来の技術では図３に示すように１１工程にもなる多くのホト工
程を必要としていたために、生産性が低く、製造コストが大きくなる問題があった。この
発明は、ホトリソ・エッチング工程数を減らして生産性を向上させることを目的としてい
る。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
（１）請求項１のＴＦＴアレイ基板は、ガラス基板上にソース電極、ソースバス、ドレイ
ン電極及び蓄積容量電極が共通の金属材料により形成され、ソース電極とドレイン電極の
間の領域及びその領域の近傍にａ－Ｓｉより成る半導体層が形成され、その半導体層のソ
ース電極及びドレイン電極との界面に、ｎ +  ａ－Ｓｉより成るオーミックコンタクト層が
形成される。半導体層、ソース電極、ソースバス、ドレイン電極及び蓄積容量電極を覆う
ように一面に絶縁膜４が形成され、その絶縁膜上にゲート電極、ゲートバス及び第１チャ
ージコレクタが共通の金属材料により形成される。
【００１２】
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と共に、ガラス基板の周辺のゲートバスＧＢ、ソースバスＳＢ及
び蓄積容量電極ＣＳの各端末（端子を形成する部分）上の絶縁膜４を除去する



ゲート電極、ゲートバス及び第１チャージコレクタ（しかし第１チャージコレクタの中央
部を除く）上を覆うように、絶縁膜が一面に形成され、その絶縁膜及び第１チャージコレ
クタ上に第２チャージコレクタがＩＴＯにより形成される。第１チャージコレクタは絶縁
膜４に形成されたコンタクトホールを通じてドレイン電極に接続される。
【００１３】
（２）請求項２の発明は、前記（１）において、ゲート電極、ゲートバス及び第１チャー
ジコレクタが、Ａｌ層の上下に他のメタル層を配した３層膜か、またはＡｌ層の上に他の
メタル層を配した２層膜で形成される。
（３）請求項３の発明は前記（１）において、ゲート電極、ゲートバス及び第１チャージ
コレクタ上に形成された絶縁膜が感光性絶縁膜とされる。
【００１４】
（４）請求項４の発明は、請求項１のＴＦＴアレイ基板を製法としてクレイムしたもので
ある。
（５）請求項５の発明は、請求項２のＴＦＴアレイ基板を製法としてクレイムしたもので
ある。
【００１５】
【発明の実施の形態】
この発明の実施例を図１、図２に、図４、図５と対応する部分に同じ符号を付けて示し、
工程順に説明する。
（１）ガラス基板１上に必要に応じＳｉＯ 2  などの絶縁膜２を一面に着膜する。
【００１６】
（２）例えばモリブデンなどのメタルを一面に着膜して、ホトリソ・エッチングにより、
ソース電極Ｓ、ソースバスＳＢ、ドレイン電極Ｄ、蓄積容量電極ＣＳを形成する。
（３）ソース電極Ｓ及びドレイン電極Ｄとの界面に対するＰ処理を行いながら、ａ－Ｓｉ
を一面に着膜した後、ホトリソ・エッチングにより半導体層３を形成する。半導体層３の
ソース電極Ｓとドレイン電極Ｄとの界面にはｎ +  ａ－Ｓｉより成るオーミックコンタクト
層３′が形成される。
【００１７】
（４）ＳｉＮ x  などの絶縁膜４を一面に着膜した後、ホトリソ・エッチングによりコンタ
クトホール５を形成する。
（５）例えばＭｏ／Ａｌ／ＭｏまたはＭｏ／Ａｌ（Ｍｏが上）より成る多層金属膜を一面
に着膜した後、ホトリソ・エッチングによりゲート電極Ｇ、ゲートバスＧＢ及び第１チャ
ージコレクタ６を形成する。第１チャージコレクタ６はコンタクトホール５を通じてドレ
イン電極Ｄに接続される。
【００１８】
（６）感光性アクリル樹脂などの感光性絶縁膜７を一面に着膜した後、ホトリソにより第
１チャージコレクタ６の中央部上の絶縁膜７を除去する。
（７）ＩＴＯを一面に着膜した後、ホトリソ・エッチングにより第２チャージコレクタ８
を形成する。
（８）ＴＦＴアレイ基板の周辺に延長されたゲートバスＧＢ、ソースバスＳＢ及び蓄積容
量電極ＣＳの各端末（端子として使用される）上の感光性絶縁膜 ホトリソ・エッチン
グにより除去して、各端末を露出させる。
【００１９】
上述したこの発明の製法では必要なホトリソ・エッチング工程（ホト工程）は図３に示す
ように７工程となり、従来より４工程少くなる。以下、この工程の縮減について詳細に説
明する。
▲１▼従来はａ－ＳｉのＩＴＯとの界面にオーミックコンタクト層３′を形成する技術し
か持たなかったので、ソース電極Ｓ及びドレイン電極Ｄの少くともその表面側はＩＴＯで
形成する必要があった。そのため、ソース電極Ｓ、ソースバスＳＢ１、ドレイン電極Ｄ、
蓄積容量電極ＣＳ１をＩＴＯで形成し、導電性を更によくする必要のあるソースバスＳＢ
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や蓄積容量電極ＣＳは、ＩＴＯの上にメタル製のＳＢ２やＣＳ２を形成する必要があり、
このため２つのホト工程を必要としていた。しかしａ－Ｓｉのメタルとの界面にオーミッ
クコンタクト層を形成する技術がこの発明者の一人によって既に提案され、適用可能とな
っているので、この発明ではこの新しい技術を用いることにより、これらの電極を全てＭ
ｏなどのメタルで形成することによってホト工程を１工程縮減している。
【００２０】
▲２▼従来では、第１チャージコレクタ６は、ＩＴＯより成る第２チャージコレクタ８と
接触させることから、ゲート電極の材料となっているＡｌを用いることができなかった。
その理由は、ＡｌとＩＴＯがある現像液にさらされるとＡｌが腐食される恐れがあること
、ＡｌとＩＴＯが接触しているとＩＴＯ中の酸素（Ｏ）によってＡｌが酸化される恐れが
あることからである。そのため、第１チャージコレクタ６はゲート電極６と同じＡｌを用
いることができず、ＩＴＯを用いてゲート電極Ｇとは別工程をとっていた。
【００２１】
しかし、この発明では第１チャージコレクタ６を例えばＭｏ／Ａｌ／ＭｏまたはＭｏ／Ａ
ｌ（Ｍｏが上）の多層金属膜で形成することによってＩＴＯより成る第２チャージコレク
タ８とＡｌが接触しないようにすると共に、ゲート電極Ｇ及びゲートバスＧＢも第１チャ
ージコレクタ６と同じ多層金属膜を用いることによって、同一ホト工程で形成し、１工程
を縮減している。
【００２２】
▲３▼従来はゲート電極Ｇ、ゲートバスＧＢと第２チャージコレクタ８との間のピンホー
ル等による絶縁不良を減らすために、絶縁膜７はＳｉＯ 2  ／ＳｉＮ X  ／ＳｉＯ 2  の３層で
形成していた。そのため絶縁膜４上の絶縁膜７ａ，７ｂを除去する工程と、第１チャージ
コレクタ６上の絶縁膜７ｃを除去する工程とが必要であった。この発明では一層で充分絶
縁できる感光性絶縁膜７を用いることによって感光性絶縁膜除去工程を、第１チャージコ
レクタ６上のものを除去する１工程のみとし、１工程を縮減している。
【００２３】
▲４▼ＴＦＴアレイ基板の周辺のソースバス、ゲートバス及び蓄積容量電極の各端末にそ
れぞれ電極端子を形成するために、これら端末上の絶縁物を除去する必要がある。従来は
各端末上の絶縁膜７は３層構造であり、１つのホト工程で除去するのは困難であるので、

ていた。この発明では、各端末上の絶縁膜
７は感光性アクリル樹脂などの１層で充分耐えるようにしたので、１つの工程で除去する
ことができ、１ホト工程を縮減している。
【００２４】
【発明の効果】
▲１▼以上述べたように、この発明では、メタル製のソース電極Ｓ及びドレイン電極Ｄと
接する半導体層３の界面にオーミックコンタクト層３′を形成する技術を用いることによ
って、これらの電極及びソースバスＳＢ、蓄積容量電極ＣＳを共通の金属材料を用いて同
じホト工程で形成できる。
【００２５】
▲２▼この発明では、第１チャージコレクタ６を、第２チャージコレクタ（ＩＴＯ）６と
Ａｌが直接接触しないような多層金属膜（例えばＡｌをＭｏでサンドイッチする）を用い
ると共に、ゲート電極Ｇ、ゲートバスＧＢも同じ多層膜を用いることによって同一ホト工
程で形成できる。
▲３▼ゲート電極Ｇ、ゲートバスＧＢ上に一層の感光性絶縁膜７を用いることによって、
絶縁膜７を除去するホト工程を１工程のみにすることができる。
【００２６】
▲４▼絶縁膜７を一層とすることによって、 ホト工程で、端子として使用するソー
スバス端末、ゲートバス端末及び蓄積容量電極端末を露出させることができる。
以上により、この発明ではホト工程を従来より４工程縮減することが可能となり、生産性
を大幅に向上できる。
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同じホトマスクを用いたホト工程を２回繰返し

１回の



【００２７】
▲５▼感光性絶縁膜７を使用することによって、ソース入力容量（ソースバスＳＢと第２
チャージコレクタ８との間の容量）を低減することが可能となり、ソース入力容量を通じ
てのるソースバスＳＢのノイズレベルが下がり、Ｘ線照射量を減らして、生体に与える影
響をより少なくすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の実施例を示す図で、図２のＡ－Ａ′断面図。
【図２】この発明の実施例を示す平面図。
【図３】この発明のＴＦＴアレイ基板に必要なホト工程を従来と比較して示した図。
【図４】従来のＴＦＴアレイ基板を示す図で、図５のＡ－Ａ′断面図。
【図５】従来のＴＦＴアレイ基板の平面図。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

(7) JP 3729953 B2 2005.12.21



フロントページの続き

(72)発明者  鵜飼　育弘
            兵庫県神戸市西区高塚台４－３－１　ホシデン株式会社　開発技術研究所内
(72)発明者  湯川　禎三
            兵庫県神戸市西区高塚台４－３－１　ホシデン株式会社　開発技術研究所内
(72)発明者  新庄　正路
            兵庫県神戸市西区高塚台４－３－１　ホシデン株式会社　開発技術研究所内

    審査官  恩田　春香

(56)参考文献  特開昭６４－６８９６８（ＪＰ，Ａ）
              特開平２－８３９３９（ＪＰ，Ａ）
              特開平５－１７３１８３（ＪＰ，Ａ）
              特開平４－３３６５３０（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.7，ＤＢ名)
              H01L 27/14  - 27/148
              H01L 29/786
              G02F  1/136 -  1/1368

(8) JP 3729953 B2 2005.12.21


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

